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新 宿 区 環 境 土 木 ・ 都 市 計 画 事 務 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例  

 

新 宿 区 環 境 土 木・都 市 計 画 事 務 手 数 料 条 例（ 平 成 1 2 年 新 宿 区 条 例

第 4 8 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 2  都 市 計 画 事 務 の 部 4 の 項 額 の 欄 第 1 号 中 「 3 4 , 0 0 0 円 」 を

「 3 9 , 0 0 0 円 」 に 、 「 6 5 , 0 0 0 円 」 を 「 7 6 , 0 0 0 円 」 に 、 「 1 3 3 , 0 0 0 円 」

を「 1 4 9 , 0 0 0 円 」に 、「 2 0 0 , 0 0 0 円 」を「 2 2 5 , 0 0 0 円 」に 、「 2 6 1 , 0 0 0

円 」を「 3 0 5 , 0 0 0 円 」に 、「 3 3 7 , 0 0 0 円 」を「 3 7 0 , 0 0 0 円 」に 、「 4 6 0 , 0 0 0

円 」を「 4 9 7 , 0 0 0 円 」に 改 め 、同 欄 第 2 号 中「 2 0 , 0 0 0 円 」を「 2 1 , 0 0 0

円 」に 、「 4 6 , 0 0 0 円 」を「 5 1 , 0 0 0 円 」に 、「 1 0 0 , 0 0 0 円 」を「 1 1 3 , 0 0 0

円 」に 、「 1 8 5 , 0 0 0 円 」を「 2 0 4 , 0 0 0 円 」に 、「 3 0 7 , 0 0 0 円 」を「 3 4 0 , 0 0 0

円 」に 、「 4 1 5 , 0 0 0 円 」を「 4 5 7 , 0 0 0 円 」に 、「 5 2 1 , 0 0 0 円 」を「 5 6 7 , 0 0 0

円 」に 、「 7 3 7 , 0 0 0 円 」を「 7 9 5 , 0 0 0 円 」に 改 め 、同 欄 第 3 号 中「 1 3 1 , 0 0 0

円 」を「 1 4 1 , 0 0 0 円 」に 、「 1 9 9 , 0 0 0 円 」を「 2 1 5 , 0 0 0 円 」に 、「 2 9 2 , 0 0 0

円 」を「 3 2 0 , 0 0 0 円 」に 、「 3 4 8 , 0 0 0 円 」を「 3 7 9 , 0 0 0 円 」に 、「 5 2 5 , 0 0 0

円 」を「 5 7 3 , 0 0 0 円 」に 、「 5 9 9 , 0 0 0 円 」を「 6 5 4 , 0 0 0 円 」に 、「 7 4 6 , 0 0 0

円 」 を 「 8 0 8 , 0 0 0 円 」 に 、「 1 , 0 0 4 , 0 0 0 円 」 を 「 1 , 0 8 1 , 0 0 0 円 」 に 改

め 、同 部 5 の 項 中「 1 , 0 0 4 , 0 0 0 円 」を「 1 , 0 8 1 , 0 0 0 円 」に 、「 新 た に

土 地 」を「 新 た な 土 地 」に 、「 面 積 に 応 じ 」を「 面 積 に 応 じ て 」に 、「 変

更 申 請 」 を 「 変 更 許 可 申 請 」 に 改 め 、 同 部 8 の 項 中 「 用 紙 1 枚 」 を

「 1 件 」 に 改 め 、 同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

8 の 2  都 市 計 画 法

施 行 規 則 （ 昭

和 4 4 年 建 設 省

令 第 4 9 号 ） 第

6 0 条 の 規 定 に

基 づ く 証 明 書

の 交 付  

証 明 書 の 交

付 手 数 料  

1 件 に つ き  9 0 0 円  交 付 申

請 の と き  

8 の 3  宅 地 造 成 及

び 特 定 盛 土 等

規 制 法 ( 昭 和

3 6 年 法 律 第

1 9 1 号 )第 1 2 条

第 1 項 の 規 定

に 基 づ く 宅 地

造 成 等 に 関 す

る 工 事 の 許 可

宅 地 造 成 等

工 事 許 可 申 請

手 数 料  

宅 地 造 成 等 工 事 許 可

申 請 手 数 料 の 額 は 、 許 可

申 請 1 件 に つ き 、 次 の ⑴

及 び ⑵ に 掲 げ る 区 分 に

応 じ 、 次 に 掲 げ る 額  

⑴  宅 地 造 成 又 は 特 定

盛 土 等 を 行 う 場 合  次

に 掲 げ る 盛 土 又 は 切

土 を す る 土 地 の 面 積

許 可 申

請 の と き  



の 申 請 に 対 す

る 審 査  

の 区 分 に 応 じ 、 次 に 掲

げ る 額  

ア  5 0 0 平 方 メ ー ト ル

以 内 の も の  2 0 , 0 0 0

円  

イ  5 0 0 平 方 メ ー ト ル

を 超 え 、 1 , 0 0 0 平 方

メ ー ト ル 以 内 の も

の  3 4 , 0 0 0 円  

ウ  1 , 0 0 0 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 、 2 , 0 0 0 平

方 メ ー ト ル 以 内 の

も の  5 4 , 0 0 0 円  

エ  2 , 0 0 0 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 、 5 , 0 0 0 平

方 メ ー ト ル 以 内 の

も の  8 9 , 0 0 0 円  

オ  5 , 0 0 0 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 、1 0 , 0 0 0 平

方 メ ー ト ル 以 内 の

も の  1 2 3 , 0 0 0 円  

カ  1 0 , 0 0 0 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 2 0 , 0 0 0

平 方 メ ー ト ル 以 内

の も の  2 0 1 , 0 0 0 円  

キ  2 0 , 0 0 0 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 4 0 , 0 0 0

平 方 メ ー ト ル 以 内

の も の  2 2 0 , 0 0 0 円  

ク  4 0 , 0 0 0 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 7 0 , 0 0 0

平 方 メ ー ト ル 以 内

の も の  2 7 5 , 0 0 0 円  

ケ  7 0 , 0 0 0 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、1 0 0 , 0 0 0

平 方 メ ー ト ル 以 内 の

も の  3 6 4 , 0 0 0 円  

コ  1 0 0 , 0 0 0 平 方 メ ー

ト ル を 超 え る も の あ  

5 3 3 , 0 0 0 円  

⑵  土 石 の 堆 積 を 行 う

場 合  次 に 掲 げ る 土

石 の 堆 積 を す る 土 地

の 面 積 の 区 分 に 応 じ 、

次 に 掲 げ る 額  

ア  5 0 0 平 方 メ ー ト ル

以 内 の も の  1 8 , 0 0 0

円  

イ  5 0 0 平 方 メ ー ト ル

を 超 え 、 1 , 0 0 0 平 方

メ ー ト ル 以 内 の も



の  2 8 , 0 0 0 円  

ウ  1 , 0 0 0 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 、 2 , 0 0 0 平

方 メ ー ト ル 以 内 の

も の  3 5 , 0 0 0 円  

エ  2 , 0 0 0 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 、 5 , 0 0 0 平

方 メ ー ト ル 以 内 の

も の  5 4 , 0 0 0 円  

オ  5 , 0 0 0 平 方 メ ー ト

ル を 超 え 、1 0 , 0 0 0 平

方 メ ー ト ル 以 内 の

も の  6 6 , 0 0 0 円  

カ  1 0 , 0 0 0 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 2 0 , 0 0 0

平 方 メ ー ト ル 以 内

の も の  1 2 1 , 0 0 0 円  

キ  2 0 , 0 0 0 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 4 0 , 0 0 0

平 方 メ ー ト ル 以 内

の も の  1 3 4 , 0 0 0 円  

ク  4 0 , 0 0 0 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、 7 0 , 0 0 0

平 方 メ ー ト ル 以 内

の も の  1 6 3 , 0 0 0 円  

ケ  7 0 , 0 0 0 平 方 メ ー

ト ル を 超 え 、1 0 0 , 0 0 0

平 方 メ ー ト ル 以 内 の

も の  2 0 7 , 0 0 0 円  

コ  1 0 0 , 0 0 0 平 方 メ ー

ト ル を 超 え る も の あ

2 9 2 , 0 0 0 円  

8 の 4  宅 地 造 成 及

び 特 定 盛 土 等

規 制 法 第 1 6 条

第 1 項 の 規 定

に 基 づ く 宅 地

造 成 等 に 関 す

る 工 事 の 計 画

の 変 更 許 可 の

申 請 に 対 す る

審 査  

宅 地 造 成 等

工 事 変 更 許 可

申 請 手 数 料  

宅 地 造 成 等 工 事 変 更 許

可 申 請 手 数 料 の 額 は 、 変

更 許 可 申 請 1 件 に つ き 、

次 の ⑴ 及 び ⑵ に 掲 げ る 区

分 に 応 じ 、 次 に 掲 げ る 額  

⑴  宅 地 造 成 又 は 特 定 盛

土 等 を 行 う 場 合  変 更

許 可 申 請 1 件 に つ き 、

次 に 掲 げ る 額 を 合 算 し

た 額 。 た だ し 、 そ の 額

が 5 3 3 , 0 0 0 円 を 超 え る

と き は 、 そ の 手 数 料 の

額 は 5 3 3 , 0 0 0 円 と す る 。  

ア  宅 地 造 成 又 は 特 定

盛 土 等 に 関 す る 工

事 の 設 計 の 変 更 ( イ

の み に 該 当 す る 場

合 を 除 く 。 ) に つ い

て は 、 盛 土 又 は 切 土

変 更 許

可 申 請 の

と き  

Ｃ Ｖ  



を す る 土 地 の 面 積 (イ

に 規 定 す る 変 更 を

伴 う 場 合 に あ っ て

は 変 更 前 の 盛 土 又

は 切 土 を す る 土 地

の 面 積 、 盛 土 又 は 切

土 を す る 土 地 の 縮

小 を 伴 う 場 合 に あ

っ て は 縮 小 後 の 盛

土 又 は 切 土 を す る

土 地 の 面 積 ) に 応 じ

て 前 の 項 に 規 定 す

る 額 に 1 0 分 の 1 を

乗 じ て 得 た 額  

イ  新 た な 土 地 の 盛 土

又 は 切 土 を す る 土 地

へ の 編 入 に 係 る 宅 地

造 成 又 は 特 定 盛 土 等

に 関 す る 工 事 の 設 計

の 変 更 に つ い て は 、

新 た に 編 入 さ れ る 盛

土 又 は 切 土 を す る 土

地 の 面 積 に 応 じ て 前

の 項 に 規 定 す る 額  

ウ  そ の 他 の 変 更 に つ

い て は 、 1 5 , 0 0 0 円  

⑵  土 石 の 堆 積 を 行 う 場

合  変 更 許 可 申 請 1 件

に つ き 、 次 に 掲 げ る 額

を 合 算 し た 額 。 た だ し 、

そ の 額 が 2 9 2 , 0 0 0 円 を

超 え る と き は 、 そ の 手

数 料 の 額 は 2 9 2 , 0 0 0 円

と す る 。  

ア  土 石 の 堆 積 に 関 す

る 工 事 の 設 計 の 変 更

（ イ の み に 該 当 す る

場 合 を 除 く 。 ） に つ

い て は 、 土 石 の 堆 積

を す る 土 地 の 面 積（ イ

に 規 定 す る 変 更 を 伴

う 場 合 に あ っ て は 変

更 前 の 土 石 の 堆 積 を

す る 土 地 の 面 積 、 土

石 の 堆 積 を す る 土 地

の 縮 小 を 伴 う 場 合 に

あ っ て は 縮 小 後 の 土

石 の 堆 積 を す る 土 地

の 面 積 ） に 応 じ て 前

の 項 に 規 定 す る 額 に

1 0 分 の 1 を 乗 じ て 得



た 額  

イ  新 た な 土 石 の 堆 積

を す る 土 地 へ の 編 入

に 係 る 土 石 の 堆 積 に

関 す る 工 事 の 設 計 の

変 更 に つ い て は 、 新

た に 編 入 さ れ る 土 石

の 堆 積 を す る 土 地 の

面 積 に 応 じ て 前 の 項

に 規 定 す る 額  

ウ  そ の 他 の 変 更 に つ

い て は 、 1 5 , 0 0 0 円  

8 の 5  宅 地 造 成 及

び 特 定 盛 土 等

規 制 法 施 行 規

則 （ 昭 和 3 7 年  

建 設 省 令 第 3  

号 ） 第 8 8 条 の

規 定 に 基 づ く

証 明 書 の 交 付  

証 明 書 の 交

付 手 数 料  

1 件 に つ き  9 0 0 円  交 付 申

請 の と き  

8 の 6  宅 地 造 成 及

び 特 定 盛 土 等

規 制 法 施 行 条

例 （ 令 和 6 年

東 京 都 条 例 第

3 6 号 ） 第 5 条

第 3 項 の 規 定

に 基 づ く 盛 土

規 制 法 調 書 の

写 し の 交 付  

盛 土 規 制 法

調 書 の 写 し の

交 付 手 数 料  

1 件 に つ き  7 0 0 円  交 付 申

請 の と き  

別 表 2  都 市 計 画 事 務 の 部 中 6 1 の 4 の 項 を 6 1 の 6 の 項 と し 、 6 1

の 3 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

6 1 の 4  建 築 基 準 法

施 行 令 第 137 条

の 1 2 第 6 項 の

規 定 に 基 づ く

既 存 の 建 築 物

に 対 す る 制 限

の 緩 和 に 係 る

認 定 の 申 請 に

対 す る 審 査  

既 存 建 築 物

の 敷 地 と 道 路

と の 関 係 の 制

限 の 緩 和 に 係

る 認 定 申 請 手

数 料  

1 件 に つ き  2 8 , 0 0 0 円  認 定 申

請 の と き  

6 1 の 5  建 築 基 準 法

施 行 令 第 137 条

の 1 2 第 7 項 の

規 定 に 基 づ く

既 存 の 建 築 物

に 対 す る 制 限

の 緩 和 に 係 る

認 定 の 申 請 に

対 す る 審 査  

既 存 建 築 物

の 道 路 内 の 建

築 制 限 の 緩 和

に 係 る 認 定 申

請 手 数 料  

1 件 に つ き  2 8 , 0 0 0 円  認 定 申

請 の と き  



別 表 備 考 7 中 「 向 上 の 一 層 」 を 「 一 層 の 向 上 」 に 改 め る 。  

 

   附  則  

 

こ の 条 例 は 、 令 和 6 年 7 月 3 1 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 2  

あ 都 市 計 画 事 務 の 部 中 6 1 の 4 の 項 を 6 1 の 6 の 項 と し 、6 1 の 3 の 項

の 次 に 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 及 び 同 表 備 考 7 の 改 正 規 定 は 、 公

布 の 日 か ら 施 行 す る 。   

 

 （ 提 案 理 由 ）  

宅 地 造 成 等 規 制 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 4 年 法 律 第 5 5 号 ）

の 施 行 等 に 伴 い 宅 地 造 成 等 工 事 許 可 申 請 手 数 料 等 を 新 た に 定 め る と

と も に 、都 市 計 画 法（ 昭 和 4 3 年 法 律 第 1 0 0 号 ）に 基 づ く 開 発 行 為 の

許 可 を 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法（ 昭 和 3 6 年 法 律 第 1 9 1 号 ）に

基 づ く 宅 地 造 成 等 に 関 す る 工 事 の 許 可 と み な す 特 例 制 度 が 創 設 さ れ

た こ と に 伴 い 開 発 行 為 許 可 申 請 手 数 料 等 の 額 を 改 定 す る ほ か 、 脱 炭

素 社 会 の 実 現 に 資 す る た め の 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に

関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の

整 備 等 に 関 す る 政 令 （ 令 和 5 年 政 令 第 2 8 0 号 ） の 施 行 に よ る 建 築 基

準 法 施 行 令（ 昭 和 2 5 年 政 令 第 3 3 8 号 ）の 改 正 に 伴 い 接 道 義 務 又 は 道

路 内 建 築 制 限 に 適 合 し て い な い 既 存 建 築 物 の 大 規 模 の 修 繕 又 は 大 規

模 の 模 様 替 の 制 限 の 緩 和 に 係 る 認 定 申 請 手 数 料 を 新 た に 定 め る 必 要

が あ る た め  


